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開       会 

 

○大渕委員長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産

分科会第４回特許制度小委員会を開催いたします。 

 本日も御多忙の中、お集まりいただきましてまことにありがとうございます。 

 なお、本日は、井上委員、片山委員、北森委員、矢野委員、和田委員が御欠席でござい

ます。片山委員の代理として三木・伊原法律特許事務所弁護士の伊原様に、矢野委員の代

理として塩野義製薬知的財産部長・高山様に、和田委員の代理として経団連知的財産委員

会企画部会長代行・澤井様に、御出席いただいております。山本委員は所用のため遅れて

来られると伺っております。また、後藤委員が 17 時ごろ御退席されると伺っております。 

 それでは、本日の議題について御紹介させていただきます。 

 本日の議題は、お手元の議事次第にありますとおり、高橋委員からのプレゼンテーショ

ン、職務発明規定の歴史的変遷について、我が国の職務発明制度の在り方に関する検討の

視点及び考え方の整理の３点でございます。 

 それではまず、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○山田制度審議室長 配付資料の確認をさせていただきます。本日の配付資料は、座席表、

議事次第・配付資料一覧、委員の名簿のほかに、資料１の高橋委員御提出資料、こちらの

１枚紙でございます。それから、資料２の職務発明規定の歴史的変遷について、資料３の

我が国の職務発明制度の在り方に関する検討の視点及び考え方の整理、参考資料として職

務発明規定の歴史的変遷に係る参考資料でございます。加えまして、席の上には、こちら

の３点の報告書を御参考までに置かせていただいております。 

 以上でございます。御不足等ございませんでしょうか。 

 あと１点、お願いがございます。発言をされる際にはマイクを近づけて、マイクのスイ

ッチを入れて御発言いただくようお願いいたします。 

○大渕委員長 よろしいでしょうか。 
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高橋委員からのプレゼンテーション 

 

○大渕委員長 それでは、早速、議題に入りたいと思います。なお、前回の続きになりま

すが、職務発明制度について、高橋委員からプレゼンテーションをお願いしております。 

 それでは、御説明をお願いいたします。 

○高橋委員 御指名いただきました日本弁理士会の高橋と申します。 

 それでは、半月ほど熟成をさせていただきまして、満を持してですが、弁理士会の意見

を説明させていただきたいと思います。お手元にお配りしたＡ４の横１枚の資料に沿って

説明させていただきます。スライドに、特許庁様がおつくりになられたアンケートを出し

ていますが、これは我々弁理士が、日々研究者に接して感じているところをとてもよくあ

らわしている資料だと思いましたので、一部、参照として使わせていただこうと思って表

示だけさせていただいています。 

 紙面の左上概要のところですが、弁理士会の意見を結論として書いてあります。 

 まず、１点目、発明者については、自然人たる従業者とする。２点目、特許を受ける権

利については、使用者の帰属として、従業者の対価請求権はなしとする。３点目、発明報

奨を法的に担保する。この発明の報奨についてですが、先ほど従業者になしとした対価に

かわるものとして、通常の労働に対する賃金とは別に、追加の御褒美といった性質のもの

を考えております。 

 前提ですが、対象として書いてありますが、中小・ベンチャーを含む一般的な企業、一

般的な雇用契約による従業者、これを対象として今回の意見は考えたものです。逆に、大

学の発明であるとか、所謂スーパー発明者であるとか、フリーランスの方については別途

検討が要るということで御理解ください。 

 次に、改正要否の検討というところに移らせていただきます。ここに簡単なポンチ絵を

書いていますが、現行制度の一般的な権利義務関係をあらわしたものとしてイメージ的に

書いてあります。もう皆さん御承知のとおりで釈迦に説法ですけれども、従業者たる発明

者が職務発明をした場合、一般的にはその特許を受ける権利は、使用者側に予約承継をさ

れます。 

 これに対して、使用者は独占の利益を享受して、対価を発明者が受ける。この対価につ

きましては、使用者の貢献等を考慮して決めるというのが一般的な考え方であると思いま

す。また、この使用者の貢献というところについては、発明そのものの完成に対する寄与
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である設備の提供であるとか、そういった直接的なものに加えて権利化であるとか、事業

化、ライセンスの交渉であるとか、発明者本人の処遇であるとか、そういうことを広く含

む概念として理解されているというのが一般的な考え方ではないかと思っています。 

 こういうふうに考えてみますと、この発明者が受ける対価というのは、いわば発明者の

貢献そのものであって、双方の利益というふうに考えてみますと、非常に衡平のとれたも

のであると評価できるのではないかと考えています。 

 その一方で、衡平の担保に対する負担を考えてみますと、前回の当委員会でも非常にた

くさんのお話をお伺いしましたが、使用者側については、紛争の未然防止に対するコスト

もとてもかかっているし、紛争が実際に起きてしまった場合の対応コストも非常に大きな

金額になっている。 

 一方で、従業者側についても、これは 2004 年の法改正以前のお話になるのかもしれませ

んが、実際に訴訟が起きたときにかかっているコストはとても大きなもので、結論から言

うと使用者、従業者双方にとって労が多いだけで、益の少ない制度になっているという側

面もあるのではないかと考えています。 

 このような部分を考えてみますと、現在の制度に対しては、改善の余地があるであろう

し、双方に対する必要性も認められるのではないかということで、発明の奨励を損なわな

いということであれば制度改正に異論はございませんというところでございます。 

 次に右側の欄に移らせていただいて、各論についてです。まず、１つ目は発明者ですが、

これは自然人に認めるということで、恐らくここの委員会でも意識は共通化されているか

と思いますので、それにとどまります。 

 特許を受ける権利の帰属についてですが、これについては産業界から要望が大きいとい

うのが一番重要な点かと考えています。職務発明制度ですから、これを奨励するという観

点からすれば、発明者を尊重することは当然一つ考えなければいけないことであると思い

ますけれども、使用者側の立場も尊重することが必要であろうと考えると、産業界の要望

というのは大きく重要な点として考える必要があるのではないかと思っています。 

 もう一つ、現行制度の実態というふうに考えてみますと、先ほども申し上げましたが、

現実的には予約承継で、大多数のものは使用者側に特許を受ける権利が承継されています

ので、その最終的な形だけを見ると、使用者帰属という形をとったとしても、最終的な形

は現行制度と余り変わらないということも言えるのではないかと思っています。 

 ３つ目ですが、現行制度に起因する先ほど申し上げた無駄なコストですけれども、これ
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を削減することに対する実効性を考えてみると、使用者への帰属というのは容認可能であ

ると結論づけております。 

 次に、発明報奨についての考え方を説明させていただきます。ここにポンチ絵を一つ挙

げていますが、発明の創造から収益の回収に至るまでの一連の流れにおける両者の貢献に

対するイメージを図にしてみたところです。ここでは技術水準の上に進歩性が乗っていて、

この技術水準を超えた進歩性の部分が発明者の貢献であろうと位置づけております。 

 この創出をバックアップするとか、また、この進歩性の部分に磨きをかけて収益にかえ

ていくという部分が使用者であるとか、チームであるとかの貢献なのではないかと整理し

てみました。我々弁理士は、この進歩性の部分を磨いて特許にするという仕事をしている

わけですが、常々感じるところが、進歩性のないものについては、いかに後工程で頑張ろ

うとそれが特許になることはあり得なくて、使用者側の貢献というのは、その進歩性に上

乗せして収益を大きくしたり、小さくなったり、その変化があるものだと思いますけれど

も、進歩性がなければ発明に対する収益というのは生まれ得ないものであって、ゼロはど

う頑張ってもゼロにしかならないと感じているところです。 

 そういうふうな背景を考えてみますと、発明者の貢献と、チームであるとか使用者の貢

献であるとかというのを整理して考えてみると、発明者のほうは価値の創造、チーム、使

用者の貢献については付加価値の提供というふうに、異質なものと区別して考えることが

できるのではないかと考えています。 

 次に、発明者の貢献である価値の創造についてなんですが、これがどのように創造され

るのかというところを考えてみました。ここでアンケートを参照したいんですが、一番上

の段が、研究開発を行う上での研究者から見た、ある意味動機付けだと思うのですが、モ

チベーションだと思うのですが、現実的な問題を解決したいと思う願望が一番上にあって、

これはまさしくそのとおりだと考えております。 

 私も弁理士をやる前は、５年ほど開発の仕事をしていたんですけれども、報奨が欲しい

とかそういうことを考えている余裕というか、そういうことは全然一番表面に出てくるも

のではなくて、現実的な問題を解決したいということで、自分のお尻をたたいているとこ

ろが一番大きいのではないかと思います。 

 その結果、労働時間中に開発業務をやっているということだけではなくて、例えばお風

呂に入っているときであるとか、電車に乗っているときであるとか、労働時間外の時間に

も自然とこういう問題をどうやったら解決できるのかということを考えている。そういう
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ものの集大成としてこの価値の創造というものができ上がってくるものなんだろうと思い

ます。 

 そう考えますと、この価値の創造という部分については、労働時間にとらわれない特別

な知的活動なんだということで考えるべきだろうと思います。そうであれば発明を奨励す

るという観点からすれば、発明者の特別な知的活動については正当に評価する必要がある

のではないかということで。さらに、そうだとすれば正当な評価ということを形にすると

いうことで、労使契約外の追加の発明報奨というのは法的に担保する必要があるのではな

いかと考えているところでございます。 

 最後に、報奨の詳細についてということで若干説明させていただきたいと思います。金

銭の報奨はもちろんあると思いますけれども、産業界の方からいろいろお話があるとおり

で、多彩なレパートリーにはそこは考えることができますということが背景にあろうかと

思います。企業の競争原理がありますから、実際に自由にします、ある程度の自由度を与

えたとしても、各企業さんいろいろ考えられてやられることは期待できるのではないだろ

うかと思います。 

 もう一つ、研究者の意識というところで、ここでもう一回このアンケートをご覧いただ

きたいのですが、２番目に発明報奨の多さとか、すぐれた発明をするために重要に思うこ

とということの項目が幾つか挙がっていますが、押しなべてここに挙がっている項目につ

いては、高い割合で研究者の方は、重要だと考えておられるということも見てとれると思

います。そういうふうに考えると、研究者の立場からしても、必ずしも報奨金に固執して

いるわけではなく、もっとフレキシビリティーのある報奨にしていただいたほうが、研究

者から見ても要求に沿ってくるのではないかと思われるということです。 

 ４点目ですが、もう一つ考えなければいけないのが、企業さんの置かれた立場は非常に

千差万別で、業種によっても違うであろうし、規模によっても違うであろうし、一律にこ

れが最適だという規則をつくるのはとても難しいのではないかと考えております。 

 主にこの４点から、報奨規定の整備された企業については、整備ができてさらに整備さ

れている企業については、自己責任も含めまして、自由裁量を認めてもよいのではないか

ということです。 

 一方で、そうはいっても整備が必ずしもできる企業ばかりではなくて、中小企業とか本

当に立ち上がり間もないベンチャー企業からしてみれば、職務発明の規則はある意味では

雲をつかむような話で、全然想定していないみたいな段階の企業さんもおられるかと思い
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ます。そういった企業さんで実際、先に職務発明ができてしまって、争いが起きたらどう

するんだということを考えますと、中立的なある程度のガイドラインは公表しておくこと

が必要ではないか。 

 加えて、仮に紛争が起きてしまった場合を想定するならば、司法に任せるのも一つの手

だと思いますが、例えば、特許庁の中に簡単なＡＤＲ機関を設けることで、比較的簡単に

紛争を解決できるような機関を設置しておくというのも一つの手ではなかろうかというこ

とで、弁理士会の意見です。 

 以上でございます。 

○大渕委員長 御説明、ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのプレゼンテーションの内容について、御質問、御意見をお願いい

たします。 

 伊原委員どうぞ。 

○伊原様（片山委員代理） 済みません、お先に恐縮です。今御説明いただいたことの確

認をさせていただきたいんですが、大学発明、スーパー発明、フリーランス等は別途検討

と最初のほうにおっしゃられたんですが、別途検討の意味は、帰属を個人帰属のままに置

くという意味での別途検討なのか。この別途検討ということの意味というか、狙いという

かそのことと、今後法律をつくるときに、別途検討というのはどんな扱いをしたらそうい

うことが実現できるのか、その点を確認させていただきたいんです。 

○高橋委員 まず、別途検討というところは、弁理士会という組織の中で十分な議論がで

きていませんというのが一番の理由で、こう書かせていただきました。もう一つは、一律

に使用者帰属で全部いくのかというと、それはそうでもない部分があるかもしれないので、

例外は認める余地があったほうがいいのではないかということで、あえてここは外させて

いただいた次第です。 

○伊原様（片山委員代理） ありがとうございました。帰属についても例外を認めるとい

う含みの言葉ということですね。 

○高橋委員 そういうことです。 

○伊原様（片山委員代理） ありがとうございました。 

○大渕委員長 どうぞ。 

○土田委員 質問が２点あります。まず確認といいますか、今までの研究会でもこの小委

員会でも、発明者以外のさまざまなイノベーターの存在であるとか、あるいはここでお書
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きいただいているチームであるとか、企業全体のさまざまな従業者の貢献ということがあ

ったと思うんですが、日本弁理士会の御意見では、先ほどの右側の進歩性のところですが、

ここは,発明者は同じイノベーターの中でも特別な進歩性があって、特許の核、新たな「価

値」を創造するという意味で、特別扱いをしてもいいんだという御認識なのかどうかとい

うのが１点です。 

 それと関連して、進歩性の右側に「労働時間に捕らわれない特別な知的活動」という表

現がありまして、これは全くの労働法の世界の中でも、研究者としての労働者については、

例えば裁量労働制という制度があって、労働時間規制を部分的に解除して、労働者の成果

に合わせた報酬の支払い方を認める制度があります。 

 その意味では、労働時間に捕らわれない特別な知的活動というのは、発明者に限らない

さまざまな研究者にあり得ると思うのですが、今の点とも関連して、発明者については特

別の報奨を付与する価値があるという御認識でいいのかどうかということをもう一度確認

させてください。それが１点です。 

 もう１点は、下のほうに「発明報奨」法的担保とありますけれども、この法的担保とい

うものについてどういう構想を持っておられるのかということです。というのは、法的に

担保しながら、下のほうには「規定整備された企業は自由裁量」と書かれています。自由

裁量にしてフリーハンドにすると、恐らく何らかの紛争が生じた場合のコストが出てくる

と思うのです。その場合の紛争処理コストの問題を含めて、法的担保というのはどういう

イメージなのか。その法的担保と自由裁量の関係を教えていただければと思います。 

○高橋委員 まず、１点目の特別な地位を発明者に認めると考えているのかどうかという

点なんですが、これは特別な地位を認めるべきだという立場です。特許法、発明の奨励で

産業の発達をというそのつくりから考えると、発明をするということは特別視していいの

ではないかということの延長線で、そういうふうに考えています。 

 ２点目の法的担保ということの意味なんですが、これは追加の「発明報奨」を認めると

いう部分だけを条文で書いて、それしか書かないというイメージです。自由裁量を認める

ということは、報奨規定が整備された企業については自由裁量ということなんですが、例

えば就業規則を労基に提出するとかそういった横並びみたいで、報奨規定を特許庁に提出

するとかそういうことが仮にあるとして、じゃあ出てきた企業に関しては、その規定に沿

っているかどうかだけを判断することにして、自由裁量を認めてもいいのではないかとい

う考え方です。 
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○土田委員 最後のところをもう一回。 

○高橋委員 規定が整備されている企業については、その規定どおりに報奨が支払われて

いるかどうかを判断するだけ、という立場です。 

○大渕委員長 どうぞ。 

○鈴木委員 念のための確認ですが、労働時間に捕らわれない特別な知財活動という点に

ついて産業界の立場から申し上げますと、職務発明というのは、あくまで開発あるいは研

究、それに基づく成果物というふうに考えております。したがいまして、その発明という

活動は特別な活動ではない。特別な活動だというふうには認識しておりません。その点だ

け御確認いただければと思います。 

○大渕委員長 どうぞ。 

○伊原様（片山委員代理） 伊原です。今の鈴木委員の関連の質問ですが、現実的に突き

つけられた問題を解決するために日々時間外でも悩んでいますというのは、営業マンでも

何だってみんな同じではないかと思うんです。そこで技術者だけが、その悩みについて報

奨を得られるというのが法定される根拠になるのかならないのかというのが１点と、技術

者であって発明者以外の技術に携わっている方も山盛りおられて、その方たちは悩んでい

ないから発明報奨を与えないということの線引きを本当にできるのかどうなのか、その辺

がちょっと。発明者特別説というのはわからんではないんですけれども、その根拠とする

ところが、日々悩んでいますからというところだけで本当にいいのかなというのが一つの

疑問です。 

 それは鈴木委員の関連の質問ですが、さっきの帰属について、大学発明は帰属について

も別途考慮の余地がありますとおっしゃられたことについて、じゃあ、それは対価で譲渡

するという今の構造をそのまま引きずるんですかという、そこの制度設計。まだ弁理士会

の中でも検討できていませんとおっしゃられたので、突っ込むつもりはないんですけれど

も、帰属についての別途考慮をするということ自体が、今の産業界が持っているストレス

ないしフラストレーションを、そのまま新しい法律にも引き継ぐことになるのではないか

という気はして聞いていました。それは意見です。 

○大渕委員長 茶園委員。 

○茶園委員 先ほどの法的担保について、もう少し具体的なことをお考えであれば教えて

いただきたいと思います。前回に産業界からインセンティブ付与としてはいろいろなやり

方があるというお話があったと思いますが、仮に金銭の問題だけで考えると、報奨規定が
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整備された企業は自由裁量であるということは、例えば、ある企業は特定の発明について

1000 万円払う、ある企業は 100 万円、ある企業は極端にゼロと定めたとしても、ともかく

報奨規定を整備していれば、それはそれで構わないというようにお考えなのでしょうか。 

 それともう１点、未整備の場合は、ガイドラインとかＡＤＲ設置を設置するということ

ですが、その場合、何を基準に判断するかという点について、もしお考えのところがあれ

ばお教えください。 

○高橋委員 まず、１点目の 1000 万円、100 万円、ゼロで、それをそのまま認めるのかと

いうことで、基本的にはイエスです。ただ、ゼロというのは、報奨を認めなさいというこ

れを仮に法定金に担保するとなると、そのゼロというのは担保していないことになるので、

それはちょっと違うかなと思います。 

 もう一つは、ごめんなさい、何でしたっけ。 

○茶園委員 未整備の場合に、紛争が生じて裁判所あるいは、ここではＡＤＲの設置を提

言されておられますけれども、ＡＤＲに行くにしても、何か基準というか手がかりがない

と、なかなか決めることは難しいのではないかと思います。その場合は、あるいはガイド

ラインに基づいて決めるということを構想されておられるのでしょうか。 

○高橋委員 全く何もないというのは、一方で全く何もないという議論があると思うんで

すけれども、それではまさしく紛争の解決をどうしたらいいんだというところが進められ

ないと思いましたので、それに対して、ガイドライン程度のものは必要なのではないかと

いうレベルの話なんです。 

○大渕委員長 土井委員。 

○土井委員 ありがとうございました。質問ですが、資料右下にある、追加の「発明報奨」

を法的に担保するというところで、この対象者は、発明者だけなのか、それとも、発明に

貢献したチーム全体なのか、どちらでしょうか。 

 それと、報奨規定が整備された企業は自由裁量でよいという部分について、先ほど、金

額がゼロだと法的に担保できていないという話がありましたが、いわゆる報奨というとお

金だけではなく、研究費の増額、研究設備の拡充、表彰制度など、会社によっていろいろ

なやり方があると思います。たとえ金銭面での報奨がゼロだったとしても、法的担保がで

きていないとは言えないように感じますが、その辺りのお考えがあれば教えてください。 

○高橋委員 まず１点目、発明報奨の対象ですけれども、これは発明者だけを考えていま

す。チームとかそれは企業側で考えればいいことで、最低限その発明者は特別視をするべ
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きではないかという意味です。 

 もう一つ、自由裁量のほうは、先ほど茶園先生の前提が金銭に限る案という話だったの

で、金銭に限ってゼロは法的担保に反しますという話であって。仮に金銭がゼロであって

も、ほかの処遇とかで対処するという規則が決まっているなら、それはそれでもいいので

はないかという立場です。 

○萩原委員 ありがとうございます。弁理士会さんからきょう御意見を伺いまして、前回

かなり我々時間かけて御説明させていただいた法人帰属に基本的に同じ意見を持っておら

れるということで、常日ごろ日常的に弁理士会さんと一緒に仕事をしている我々企業側と

しては、非常に心強いなと思いました。また、同じように発明奨励は絶対やるべきであっ

て、そこについては企業がインセンティブ策をつくっていくということでも、同じという

ことでございます。 

 ただ、一つ、その発明報奨を法的に担保するかどうかというところがこれからの議論の

ポイントだろうと思っておりますし、恐らくこの後の論点整理のところでも、その辺のお

考えが出されてくるのではないかと思っています。ですから、この辺をどういうふうにつ

くり込むかによっていろいろ意見が出てくると思っています。 

 それから、一番最後に書かれているガイドライン公表、ＡＤＲ機関設置ということです

が、このあたりは特許法上で何かするとか、その関連法令で何かするということではなく

て、それはそれで例えば弁理士会の調査機関を使ってＡＤＲという形にするとか、自由に

やっていけるような形にすればいいのではないかと思っています。 

 以上でございます。 

○澤井様（和田委員代理） 代理で出ております澤井です。 

 弁理士会さんのものというよりも、先ほど伊原先生が御質問されたところで、スーパー

研究者はどうするのかというところの考え方は、デフォルトをどうするかという考え方に

なると思います。デフォルトを今の従業者帰属に置いておいて別途特別の契約に委ねてい

くのか、あるいはデフォルトを例えば最初から使用者である大学の帰属にしておいて、そ

の大学が、どういうふうにスーパー研究者に処遇するかでその権利を扱うというふうにす

れば、実効的に多分問題が起こらないのではないかという感じがしています。むしろ、他

の組織との連携を考えた場合には、その方がメリットは大きいと思います。そこら辺はこ

れからいろいろ議論していく中でどういうふうに設計するかで変わってくるのではないか

という印象を持ちましたので、コメントまで。 
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○伊原様（片山委員代理） 今のお話で、それは契約で処理するという道を用意するので、

それは構いませんよということですか。 

○澤井様（和田委員代理） 大学帰属にした方が、多分そういう構図がとりやすいと思い

ます。 

○伊原様（片山委員代理） ありがとうございました。 

 あと弁護士会のほうでも一生懸命、どういう制度設計が一番好ましいのか研究を重ねて

いる最中なんですが、ＡＤＲ等を活用して紛争を何とか解決していく、裁判所の手を煩わ

せないようにということはいろいろ考えているのですが、報奨規定を設けなさいというこ

とを法律に書き込んだときに、労働者側といいますか、研究者側は、自分の思っている金

額をいただけないことに対する不満をどういう形でぶつけていくか、解消していくかとい

うことを考えられると思うんです。 

 そのときに、提訴します、裁判しますというときに、ガイドラインというのはあくまで

ガイドラインであって、裁判所の基準になるものではないので、先ほどもどなたかおっし

ゃられましたけれども、紛争が起こったときの解決策というのが、どういうものなのかな

というイメージがいまいちつかみかねておりまして。現在の法律であれば、ルールが民主

的な手続にのっとって制定されているものであれば、それに沿って払われたものが例えば

安い対価でも、それはＯＫですよというように、かなり企業の自由裁量的なものを尊重す

るという精神で今の条文ができているんですが、報奨規定もそういう話になるのか、それ

では一緒だから意味ないねという話になるのか、報奨規定を法定するということと実際に

起こる紛争をどう解決するんだというそこの問題が、いまいち実務家としてイメージがわ

かないというのが正直なところでして、これはちょっと私らも回答を持っていない部分な

んですが、どう考えたらいいんでしょうかという質問みたいなもので恐縮ですが。 

 実際に紛争が起こるだろう。それは絶対起こるだろうと僕は思っていますので、そのと

きはどうしたらいいのかなというのがちょっとわからないなという感想というか、お教え

いただきたいと思います。 

○大渕委員長 今の点は、今日はプレゼンとしてやっていただいたので、今後報奨という

中身をどのようにして実体・手続について組んでいくか、そこのところがまさしく今言わ

れたところになってきますが、それについては、もう少しお待ちくださいということなる

と思います。プレゼン等が終わったら、本格的な議論に入ると思います。ガイドラインだ

けでは、裁判所に訴えたときにどうなるかという、今言われた点は大変重要な点だと思い
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ます。ＡＤＲだけならガイドラインだけでもよいのかもしれないのですが、裁判所であれ

ば法的枠組みも問題になってきます。御懸念の点は今後議論することになろうかと思いま

す。 

 どうぞ。 

○中村委員 中小企業の物づくりの立場でちょっと意見を言わせていただきます。今日こ

のプレゼンを聞きまして非常に心強く思いました。先ほどの議論の中で、発明者優先、営

業でも日々日ごろ考えていますよと。私のやっている方針から行きましたら、発明者は、

営業やっている方が発明者になってはいけないという理由は何もないはずです。当社は、

営業が一番の発明者だと私は言っております。なぜならば、一番困っている市場を知って

いるからです。研究者はむしろ研究室に入って机の上だけのコンピュータだけの世界。そ

れよりも一番の発明者は営業マンだと、私はいつも日々日ごろ言っています。市場が困っ

ているところはどこだ。各国でも、何か困っているところはないか、そこにアイデアはな

いか。そういうことなので、発明者優先で私は結構だと思います。 

 社長が発明者になってはいけない。そんなルールはありません。発明者こそ最高であっ

ていいわけです。発明があるから中小は安心して起業できます。そこはだめということに

なったら、事業もだめということになりますので、発明者は本当に日々日ごろ絶えず考え

ている必要があります。発明者は、営業マンが一番ですが、事務屋さんだろうが、パート

だろうが、誰でも発明者になる権利はあると私は思っております。 

 以上です。 

 

  職務発明規定の歴史的変遷について 

  我が国の職務発明制度の在り方に関する検討の視点及び考え方の整理 

 

○大渕委員長 それでは、何かありましたら適宜お戻りいただくことにしまして、時間の

関係もございますので、次の議題に移りたいと思います。 

 それでは次は、職務発明規定の歴史的変遷の概要と、それから我が国の職務発明制度の

在り方に関する検討の視点及び考え方の整理という本日の議題の２つ目、３つ目でござい

ますが、事務局から資料の説明を一通り終えた後で、討論に入りたいと思います。 

 それでは、今の２点について、資料２と資料３に基づいて事務局から御説明をお願いい

たします。 
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○山田制度審議室長 資料２をご覧ください。職務発明規定の歴史的変遷についてという

紙でございます。 

 まず、１．明治 42 年法以前ということでございますが、こちらは、（1）にございますよ

うに職務発明に関する規定はございません。 

 ２．明治 42 年法にまいりまして、（1）にございますとおり、発明に係る特許を受ける権

利は、契約等に別段の定めがある場合を除き、使用者に帰属するという条項が明治 42 年法

で初めて出てまいりました。ちなみに、このときに従業者の法定の請求権などについては

規定されてございません。 

 それから、（2）の職務上又は契約上なした発明以外の発明については、あらかじめ特許

を受ける権利を譲渡する契約等は無効とするという、現行法２項と同趣旨の規定がこのと

き既に入っているということでございます。 

 １枚めくっていただきまして、２ページに移らせていただきます。３.大正 10 年法でご

ざいます。（1）職務発明に係る特許を受ける権利は従業者に帰属する。これは明文でこの

ように帰属が書かれているわけではございませんで、発明者が特許を受ける権利を有する

ところから、このような帰属についての解釈がされているということでございます。この

点については、現行法も同じです。 

 （2）使用者は、職務発明について無償の通常実施権を有する。 

 （3）特許を受ける権利を契約等により使用者に譲渡した場合には、従業者は「相当の補

償金」を受ける権利を有するということでございます。 

 （4）使用者が既に「報酬」を支払っている場合には、裁判所は「補償金」を算定する際

にこれを斟酌することができるという規定もございます。 

 それから、条文の中で一つ注目していただく点は、法人の役員という概念は、この大正

10 年法の段階で初めて出てきているということでございます。 

 下のところに立法趣旨というものが書いてございます。なぜ帰属が変わったのかという

ことでございますが、（1）にあるとおり、発明者特許主義の一大原則に反するのだという

ことが書かれておりまして、発明者ではない他人が当然に特許を受け、登録を受け得ると

いうのは発明者特許主義の一大原則に反する。こういう考え方が大正 10 年にはあったとい

うことでございます。 

 一つ飛ばしまして、３ページの（3）、一番上に移っていただきまして、このような帰属

の変更ですけれども、大正デモクラシーの社会的な影響なんだということが、後日、昭和



 

 - 14 -  

30 年の段階で特許庁がまとめた資料には、そのような解説がなされているところでござい

ます。 

 同じく３ページの４．昭和 34 年法でございます。このときは産業財産権法が全て全部改

正をされたときでございます。（1）で、「現在又は過去の職務に属する発明」ということで

対象が少し広がっているということと、それから（2）、「相当の補償金」というものを「相

当の対価」という表現に改めたところが非常に大きい点かと思っております。それから、

「相当の対価」の考慮要素を明確化したということでございまして、この下の条文の４項

のところにありますけれども、「使用者等が受けるべき利益の額」というのと、「使用者等

が貢献した程度」という２つの要素が考慮要素として書かれておるということでございま

す。 

 なぜ「補償金」を「対価」という表現に変えたかというのは、下の立法趣旨の（2）にご

ざいまして、「補償金」という語は、一般に公権力により権利制限を受けた場合に使用され

るものであって、もともと自由意思によって譲渡した場合には、「対価」という表現が適切

という考え方から、「補償金」を「対価」という表現に改正したということでございます。 

 １枚めくっていただきまして、４ページでございます。昭和 34 年法で長らくきたわけで

ございますけれども、その後、平成 15 年４月に、最高裁で「オリンパス事件」という判例

がございます。その中では、「当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき

対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条４項の規定に従って

定められる対価の額に満たないときは、同条３項の規定に基づき、その不足する額に相当

する対価の支払いを求めることができる」という判例が出ております。 

 それから、平成 16 年には東京地裁において、続く平成 17 年に東京高裁で、いわゆる「青

色発光ダイオード事件」についての裁判例も出ているということでございます。説明は割

愛します。 

 ５ページにまいります。５．平成 16 年法でございます。先に述べた裁判例があったもの

ですから、16 年に法改正がされておりまして、（1）で、34 年法の基本的な枠組みを維持し

つつ、当事者間で対価について定める場合には、その定めたところにより対価を支払うこ

とが不合理と認められるものであってはならないということ。これは現行の４項でござい

ます。 

 それから、５項のところでございますが、裁判所が「相当の対価」の額の算定するため

の考慮要素をより明確にしたということでございます。 
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 さらに１枚めくっていただきまして、平成 16 年法が現在のベースになっておるわけです

が、あと参考のところに書いてございますが、平成 20 年のときに、仮専用実施権制度の創

設に伴いまして、２項及び３項に技術的な修正が加えられているということでございます。

平成 20 年のときの加えた部分については、下線を引いております。 

 以上が資料２の御説明でございます。 

 続きまして、資料３の御説明をさせていただきます。我が国の職務発明制度の在り方に

関する検討の視点及び考え方の整理という紙でございます。 

 まず、１.でございます。職務発明制度の在り方を検討するに当たってということで、我

が国における研究開発活動やイノベーションを取り巻く環境を踏まえ、特許制度を通じて

どのような社会を実現するべきであるのか。そのときの視点として、以下の５点が考えら

れるのではないかということでございます。 

 まず、（1）研究者による研究開発・発明活動の促進ということでございます。特許制度

の目的というのは、特許法１条にありますとおり、発明の保護及び利用を通じた産業の発

達ということでございますので、発明の担い手としての研究者による意欲的、創造的な研

究開発活動を通じて、革新的な発明が生み出されやすい環境整備が求められるということ

でございます。 

 （2）企業等における研究開発の促進ということでございます。現代社会における発明の

大多数は企業等による研究開発投資のもとで生み出されているところ、優れた発明を数多

く生み出すためには、研究開発投資の回収を円滑にすることで、研究開発を奨励する必要

があるということでございます。 

 そして、研究者一人だけではなく、発明者たる研究者と発明者以外の研究者、研究者以

外の技師その他の補助者がチームを組んで研究を進めているのが大半である実態を踏まえ

れば、研究者個人の意欲のみならず、チーム全体のモチベーションの維持・向上も重要で

はないかということが書かれております。 

 次に、（3）発明の事業化の促進でございます。（1）、（2）は研究者、企業等というそれぞ

れの主体に着目している視点でございますが、この（3）は社会全体から見てということで

ございます。 

 優れた発明は、社会で利用されることによってはじめて、新たな産業の創出や既存の産

業の発展につながるのではないか。企業等が発明ないし特許を活用せずに技術を埋没させ

るのではなく、発明者自ら開発した技術を利用してベンチャー企業を立ち上げ、あるいは
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企業等が発明の事業化を行うことで、社会全体が技術の恩恵を享受することができるとと

もに、更なるイノベーションの創出が期待できるのではないかということでございます。

発明は利用して事業化を促進されることが重要だということでございます。 

 続きまして、（4）でございます。これは（3）で述べたことを企業の側から見たというこ

とも言えるかもしれませんけれども、企業における事業戦略に即した発明の機動的かつ一

元的な利用ということでございます。 

 企業等は自らが投資した研究開発の成果である発明について、自社において実施するの

みならず、他社に公開またはライセンスするなど、発明の公開や秘匿化を戦略的にコント

ロールする必要が高くなっているということでございます。 

 特に近年、一定の事業の目的のもとで開発された発明が、企業における事業の縦割りの

垣根を越えて別の事業において利用され、または他の発明とともに利用されることで新た

な価値が生み出される機会も見られるところでございます。このような中で、企業が自ら

投資した研究開発の成果である発明を、経営陣の判断のもとに、機動的かつ一元的に利用

できるようにする必要があるのではないかということでございます。 

 （5）は海外の優秀な研究者の受け入れということでございます。 

 我が国の研究開発水準をより向上させるためには、優秀な海外の研究者を我が国に惹き

つけるような環境を整備し、海外の優秀な研究者の受け入れに積極的に取り組む企業等の

活動を阻害しないことが必要ということでございます。 

 続きまして、２．制度設計についてということでございます。以上５点の検討の視点か

ら、職務発明制度の在り方については、次の２つの観点から整理されることができるので

はないか。 

 まず、（1）発明へのインセンティブの在り方についてということでございます。 

 優れた発明が生み出されるためには、発明者と企業等の双方にとって発明へのインセン

ティブが与えられることが重要であるということでございます。 

 企業等にとっての発明へのインセンティブの視点からは、職務発明に係る権利を自社が

有することで、発明の実施を自社でコントロールし、発明の事業化等により研究開発投資

を回収する機会や、新たな価値を生み出す機会を創り出すことを通じて、企業等の研究開

発投資の促進をする必要があると考えられるのではないか。 

 他方、研究者にとっての発明へのインセンティブとしては、職務発明に係る権利の活用

の仕方を従業者自身に委ねることにより、例えば、使用者等やその他の第三者との契約等
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によって権利を承継したり、または従業者が自ら発明を事業化することが可能となり、発

明へのモチベーションを高めるとともに、自らが所属する企業や経済社会への発展に貢献

することができるというモチベーションを高めることができるのではないか。 

 その他にも、研究者にとっての発明のインセンティブとしては、現実的な問題を解決し

たいと思う願望や金銭的な処遇、研究環境の充実等、さまざまな要素が考えられる。その

ため、インセンティブの内容としてさまざまな可能性が考えられるところ、例えば、発明

者に法定の対価請求権を認めている現行法と同様に、権利帰属の在り方如何にかかわらず、

発明者の知的労力に報い、発明へのインセンティブを何らかの形で制度的に担保すること

が考えられるのではないかということでございます。 

 ２番目の観点でございます。（2）発明のインセンティブに関する法的規律の在り方。 

 企業等から研究者に与えられるべきインセンティブについて法律に規定するのか。法律

に規定する場合には、請求権として規定するのか。その際、規定に強行法規性を持たせる

のか。それとも、企業等と研究者との契約ないし取決めや企業等の裁量に委ねるのか。 

 企業等から研究者に与えられるべき発明へのインセンティブについては、企業等と研究

者との間でのインセンティブの内容や付与の手続について、法律により何をどこまで規定

するのか。例えば、インセンティブの内容については、その金額の算定方法等について規

定するのか。仮に何らかの法定の請求権を認めるとした場合、金銭のみならず非金銭を含

め広く対象とするならば、どのように制度的に担保するのか。インセンティブの付与に係

る手続について、例えば、使用者と従業者の協議等の一定の手続を踏まえて社内規則・規

程等を定めるべき旨規定するのかということを書かせていただいております。 

 下に図がありまして、なかなか物事複雑なので、単純明快に複雑なことを示すのは大変

難しいのですが、一応ここの図の左の欄では、職務発明に係る特許を受ける権利の帰属の

問題として、３パターン書かせていただいております。 

 真ん中の欄には請求権の有無や性格について書かせていただいております。一番上のと

ころが法律に基づく請求権がある場合、その次が契約に基づく請求権がある場合、３番目

がない場合ということです。法律に基づく請求権の場合にも、それを対価という性格なの

か、補償という性格なのか、報奨という性格なのか、報酬という性格なのかという性格づ

けを、権利の帰属というところとあわせて説明していく必要があるかと思います。 

 一番右の欄は、その金銭の支払い、何らかの形で法律関係が発生した場合に、そこに法

的規律をどこまで及ぼしていくのかということでございまして、手続面、内容面、それぞ
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れ規律を及ぼす、及ぼさない、４つの組み合わせがあると思われますし、その規律の及ぼ

し方についても、さまざまなパターンがあろうかと思います。 

 続きまして、資料３の４ページにまいります。その他の関連する論点。ここで挙げてお

りますのは、例えばということでございますので、ここに限られるものではないかもしれ

ませんけれども、ここでは５点挙げております。 

 （1）大学等における職務発明の取り扱い。 

 大学等における職務発明の取り扱いについて、例えば、企業と同様の取り扱いとするこ

とでよいか。それとも、大学と大学教授等との個別の契約に委ねることを可能とするのか。 

 （2）短期消滅時効導入の是非。 

 例えば、労働基準法では、労働債権の短期消滅時効について規定しているところ、職務

発明の対価請求権についても短期消滅時効の規定を設けることの可能性について、どのよ

うに考えるか。 

 他方、近年、法務省において民法の改正が議論されておるところでございまして、職業

別の短期消滅時効の規定を廃止する案が出されているが、この点について注意する必要が

あるということを書かせていただいております。 

 （3）改正法の経過措置でございます。 

 当該、仮に改正した場合には、その経過措置はどうあるべきか。改正法を遡及し、発明

者の対価請求権を遡及的に不利益に取り扱う場合には、財産権保護の要請の関係で、許容

されるかということを書いております。 

 （4）外国における特許を受ける権利の取り扱い。 

 最高裁の平成 18 年の「日立光ピックアップ事件」におきまして、外国における特許を受

ける権利の譲渡に伴う対価請求についても、35 条３項及び４項が類推適用されると判示さ

れているところ、条文上、このようなことも明記する必要があるかということを書いてご

ざいます。 

 （5）発明者氏名掲載権。 

 パリ条約４条の３の規定を踏まえて、発明者の氏名を公報等に記載することと規定され

ているところ、発明者氏名の掲載の在り方についてどのように考えるのかということでご

ざいます。 

 ５ページ、６ページに参考として、知財研の調査研究において、その報告書で制度の在

り方について触れられている部分について、ページ番号の若い順番から機械的に並べてお
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るのがこちらでございます。 

 考え方１というのは、法人帰属を原則としつつ、当事者の合意によって他の帰属の在り

方も自由に選択できるようにすべきという考え方。 

 考え方２は、現行特許法 35 条を維持すべきという考え方。 

 考え方３は、相当の対価に係る予測可能性を担保するために、現行特許法 35 条４項を修

正すべきとの考え方。 

 考え方４は、法人帰属とした上で、使用者等に対して従業者等への報酬等の付与を義務

づけるべきとの考え方。 

 考え方５は、法人帰属とした上で、限定的な場合に限り、従業者等の法定相当対価請求

権を肯定するべきとの考え方。 

 考え方６は、法人帰属とし、従業者等の法定の相当対価請求権はなしとしつつ、使用者

等に発明報奨に係る規則の制定を法的に義務づけるべきとの考え方ということでございま

す。この考え方は箱の中の一番下のところにありますけれども、そういう規則の制定の要

件を充足しない場合は、例外的に考え方５になるということでございまして、発明報奨規

則というのは使用者からの申し込みとなるということで、これに応じて職務発明を行うこ

とにより、報奨金契約が成立となるということでございます。 

 考え方７は、法人帰属とし、従業者等の報償請求権を法的に保障するということでござ

います。請求権はあるということですけれども、企業等が「発明報償規則」を経由して決

定した報償については、相当な報償支給義務を履行したものと推定する、またはみなすと

いう考え方でございます。 

 考え方８は、法人帰属とし、従業者等へのインセンティブについては法的に強制せず、

使用者等の自由設計に任せるべきという考え方でございます。 

 御説明は以上です。 

○大渕委員長 御説明、ありがとうございました。 

 それでは、以上の御説明を踏まえて議論に移りたいと思います。御自由に御質問、御意

見をお願いいたします。 

 鈴木委員どうぞ。 

○鈴木委員 資料３の３ページ目、下から２行目になりますけれども、「従業者の協議等の

一定の手続を踏まえて」とございますが、おのおの協議、それから等、それから一定の手

続、その３点が何を意味するのか、もうちょっと御説明いただければと思います。 
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○大渕委員長 今聞かれたのは資料３ですか。 

○鈴木委員 ３ページ目、図のすぐ上になります。 

○山田制度審議室長 済みません、もう一度おっしゃっていただいていいですか。 

○鈴木委員 資料３の３ページ目、その下から２行目、図のすぐ上になりますけれども。 

○大渕委員長 「例えば、使用者と従業者の協議等の一定の手続を踏まえて社内規則・規

程等」という、一番最後のところですね。 

○鈴木委員 はい。 

○山田制度審議室長 ここで「協議等」と書かしていただいたのは、私としては、後ろの

考え方６の考え方をベースに考えておったわけですけれども、現行法でも、協議、それか

ら開示、意見の聴取という３つの手続が踏まえられていますので、ここの「等」というの

は、その２つを指しておるという理解でおります。 

 それから、「社内規則・規程等」というのは、いろいろな名前を使う企業においては、社

内でいろいろな名前を使われるということだろうと思いますので、「規則・規程」というこ

とで頭出ししておりますが、ほかの名前のものであっても、それが職務発明に係るルール

ということであれば、ここの「等」に含まれてもよかろうと考えた次第です。 

○大渕委員長 どうぞ。 

○水町委員 水町です。これまで３回欠席して、申しわけありませんでした。資料３に沿

って、二、三意見を言わせていただきたいと思います。 

 まず第１に、資料３の１．でありますように、研究者へのインセンティブや企業等に対

するインセンティブを双方考えて議論するということは大変重要なことで、今回、２ペー

ジの２．の（1）にありますけれども、発明者と企業等の双方にとって発明へのインセンテ

ィブが与えられることが重要であると考えられる。これは今回の議論においても、何度も

確認していただきたい点ですし、それを含めて、２．のすぐ上の（5）海外の優秀な研究者

の受け入れというだけではなくて、国内の研究者の海外流出を防ぐという観点もあわせて、

きちんと明記しておいていただければと思います。これが１つです。 

 ２つ目で、インセンティブ構造に大きな変更なく、発明者にとってのインセンティブも、

企業にとってのインセンティブも、バランスよく制度化することを行う上では、３ページ

の一番上から２行目から３行目にありますように、「発明へのインセンティブを何らかの形

で制度的に担保することが考えられるのではないか。」、これが一番核心部分で、そのすぐ

上に、「権利帰属の在り方如何にかかわらず」というのがありますが、法制度的に言えば、
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「権利帰属の在り方如何にかかわらず」というよりも、その権利帰属の在り方がこの法的

担保、制度的担保の在り方に密接にかかわるので、この２つについて、より慎重な議論を

お願いしたいと思います。 

 ３ページの図を見ながら少し言わせていただくと、現行の法制度は、権利の帰属につい

て、（Ⅰ）番の発生時から従業者に帰属という前提で、その相当の対価という真ん中の請求

権を認め、それに対して、一番右の（ａ）の手続面及び内容面について、法制度的な担保

をしているというものになってきます。もしこれが従業者帰属ではなくて、使用者帰属。

使用者当然承継とか使用者帰属になった場合に、現行の法律上、権利を譲渡する、承継さ

せるものの対価として、かつ相当の対価として発明者へのインセンティブも保障するよと

いうことを、違う権利の帰属のときにどう実効的に制度的に担保するかというのが大きな

ポイントになってきます。 

 仮にそういう制度になったとしても、一番右側の手続面及び内容面での保障担保、法的

規律というのは両方とも重要で、手続さえちゃんとしておけば中はどうでもいいというわ

けにもいかないし、中身についてきちんとしておけば手続はどうでもいいというわけにい

かないので、この手続と内容を、仮に権利帰属の在り方が複数選択肢があり得るとしても、

その手続面、内容面について、きちんとどう制度化するかという視点を忘れないようにし

ていただきたいと思います。 

 今日の弁理士会さんからの報告もありましたように、権利のバランス、利益のバランス

を今変えようとは思っていない。権利のバランス、利益のバランスとしては、今の制度は

特にすばらしいバランスになっているけれども、紛争発生とか紛争解決の面でいろいろな

コストが労使ともにかかっているので、その紛争発生や紛争解決に関するコストをどうに

か小さくしたりすることができないかという話であれば、これは権利帰属を特に変えなく

ても、手続の在り方とか実体的なルールの在り方について、もう少し明確にしたり予測可

能性を高めるというやり方は労働法の中でもよく行いますし、そういう選択肢もあり得る

ので、必ずしも権利帰属を変えないと先ほど出てきたような懸念が払拭されないというわ

けではないので、紛争発生や紛争解決のコストを小さくするという観点からどういう制度

的なケアがあり得るのか、その制度的な担保をきちんとする中で議論していただきたいと

思います。 

 もう１点だけつけ加えさせていただくと、今回、仮に何らかの法改正があったとしても、

そこで発明者と企業等のインセンティブの中身を大きく変えるということは、この制度改
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正では意図されていないということをしっかり確認して進めるべきではないか。研究会の

中で冒頭からありましたが、仮に今回の改正によって発明者に与えられている利益を大き

くコスト削減することができて、結果として、もしかしたら発明者のインセンティブが損

なわれて、海外流出が起こったり日本に研究者が来なくなるということは、今回の改正で

は意図されていないと思いますし、意図されていなくても現場ではそういうことが起こり

得るので、そういうことがないようなきちんとした法的な担保が必要である。 

 労働法の観点から言うと、仮に今回の法改正があったときに、法改正を契機に労働者に

対する、発明者が労働者だった場合ですね、労働契約法が適用される労働者であった場合

に、その利益がコスト削減なり、利益が総体として減らされるという場合になったら、労

働契約法９条、10 条の適用というのがありまして、労働者に対する不利益変更は、労働者

の同意がなければ基本的にできない。仮に同意がなくて不利益変更しようという場合には、

就業規則を周知して、合理的な形で変更しないと不利益変更はできない。 

 今回の改正では、恐らくコスト削減とか労働者のインセンティブ、利益を損なうような

改正を意図されているわけではないと思います。そういうことは現場でぼんぼん起こって

は困ることですが、仮にそういうことが起こらないように、きちんと今回の改正で、労働

者、発明者に対するインセンティブが損なわれたり利益を損なおうという意図ではないよ

ということを繰り返し確認した上で、議論を進めていただければありがたいと思います。 

 以上です。 

○大渕委員長 知財研の研究会の際には、現行法の問題点として幾つかあって、相当の対

価の点だけが問題になったわけではなくて、二重譲渡問題や帰属の脆弱性も問題とされて

いました。また、先ほどあったような譲渡の対価についても、例えば、600 億円判決を相

当と見るかどうかというところにかかってくるかと思いますが、多くの人は過剰と考えて

いるように思われます。そのようなものも含めての現行法が全くいいのかという、先ほど

の御趣旨でも恐らくそうではないと思われます。抽象論ではなく具体論として、現行法に

何ら問題ないが、コストだけが問題だというようには、一般的に理解されてはいないよう

に思われます。現行法には幾つかの問題点はあるので、それをできるだけここにあるよう

に、我が国のイノベーションの促進のために改善していくべしということなので、紛争の

コストだけが問題というふうには一般的に理解されていないと思います。 

○水町委員 紛争のコストだけが問題ではないということはわかります。ただ、紛争のコ

ストが問題であるとすれば、紛争コストの解決のためにはいろいろな方法があり得るし、
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紛争のコスト以外が問題であるとすれば、それが何が問題かというのをきちんと明示して、

それに対する処方箋を一個一個検討した上で対応する、慎重な対応をお願いしたいという

ことです。 

○大渕委員長 その点は全くそのとおりだと思います。今までプレゼンで幾つか出してい

ただいきましたが、問題点は予見可能性を含めて少なくとも４つぐらいあるかと思います。

余りに問題点が複雑なので少しずつ解きほぐしていくというプロセスを経ております。一

つ一つ問題点を明示した上で解決していくというプロセスは全くおっしゃるとおりだと思

います。 

 どうぞ。 

○萩原委員 萩原でございます。 

 産業側というか、企業側が危惧しているというか、実際に起こっている問題については

前回のこの委員会でかなり詳しく御説明させていただいて、現状の従業員帰属の問題につ

いても、先ほど大渕委員長がおっしゃったように二重譲渡の問題、帰属の脆弱性の問題等

について御説明させていただいたつもりでおりますので、繰り返しはやめますけれども、

そういうことでございます。 

 それから、資料３の１番目の職務発明制度の在り方を検討するに当たっての観点ですが、

企業側から少しつけ加えさせていただければなと思うのは、こういうグローバル時代にな

って、それから企業の垣根が取り払われてくるような状況になって、Ｍ＆Ａだとか、それ

から事業譲渡、技術移転、特許だけの移転、そういうことが非常に頻繁に起こってくるよ

うになったし、今後もますますそういうことになってくるんだろうなと思っているんです。 

 そのときに、一つは今の対価請求権があるというところが特許の移転が絡んでくるよう

なことになってくると、非常にややこしい問題になってくるということがございます。そ

もそも特許権の帰属のところがどうなっているのか、今のような不安定な状況であれば、

そこまで確認しないといけないというわずらわしい問題がある。そうすると法人帰属、原

始的な法人帰属にし、かつ対価請求権もないような形にしておけば、Ｍ＆Ａとか企業再編

という状況になったときに、そういうわずらわしさはなくなってくるというのが一つある

と思います。 

 それから、よくこれも言われることですが、企業が研究機関を置くときの一つの目安と

して、税金の問題は非常に大きいんですが、特許的なリスクがあるかないかというのは非

常に大きい。これは我々のカウンターパートである外国の企業からも聞いているところで
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ございます。したがって、こういう職務発明に絡むリスクについて、これがないような状

況になれば、その辺も非常によい状況になってくるのではないかと思っています。それが

一つこの問題を検討するときの観点として入れ込んでいただければありがたいと思います。 

 それから、さっき 600 億円の話が出ましたけれども、何かしら対価請求権というのは残

ってくると、少なくとも金銭的なものが対価請求権という形で残ってくると、今の存在し

ている問題が完全にクリアできるとは非常に言いがたいと思っています。ぜひそういう観

点で今後の検討をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○大渕委員長 伊原委員。 

○伊原様（片山委員代理） 今の萩原先生のコメントの中で、帰属は法人帰属にするのが

いいと、対価請求権もなしにするのがいいというお話だったと思うんですが、そこでおっ

しゃっている対価請求というのは、対価請求はなしでもいいけど、報償請求はちゃんと設

けていただいても構いませんよという趣旨でおっしゃられたのか。何も払いませんという

ところまで踏み込んでおっしゃられたのか。対価請求という言葉がばらばらに使われてい

るので、そこだけ確認したいんです。 

○萩原委員 これから報奨制度をどうするかという議論になってくると思うので、これを

請求権ありにするのか、なしにするのかというのは非常に大きな議論だと思いますが、少

なくとも我々としては、いわゆる法定の請求権というのは、ないという形でぜひお願いし

たいと思っています。 

○大渕委員長 後藤委員どうぞ。 

○後藤委員 第１点は資料３の１ページの（2）のところで、企業、大学、研究機関等の法

人にとって研究開発の投資の回収が大事だと書かれてあるんですけれども、大学とか国研

なんかは運営費交付金とか国とかの競争的な資金で研究費をやっていますので、研究開発

費の投資の回収というのは当てはまらないと思うんです。 

 それの関連で、４ページに、大学等における職務発明の取扱いというのは非常に重要な

論点として挙げられていまして、これは私もそのとおりだと思いますので、これは一回か

何回か取り上げて、ぜひともこの点は検討していただきたいと思います。 

 もう一つは、３ページあたりに書かれた、企業から研究者に与えるインセンティブにつ

いて法律に規定するのかということです。これは相当の対価ではなくて、インセンティブ

なんだというふうに性格を変えた場合には、企業が払うインセンティブを法律に規定する
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のは難しいのではないでしょうか。国が介入する場合に、どういう根拠で介入するのかと

いうことを明らかにする必要があると思うんです。例えば、社会的に国全体にとってそれ

は非常に大事なことだからやれというのであれば、それはそれで国が関与する立派な理由

になると思いますけれども、もしそうであれば、企業にそれをやらせるのではなくて、国

が何か報奨金を払うということもあり得るわけです。これは研究会でも長岡先生が言われ

たと思いますが、正の外部性があるということで、それを補うということであれば国が払

うべきで、企業が払う理由はないということになる。 

 インセンティブを払えということを法律に規定する場合に、余りに変化がドラスティッ

クになるのは困るから、緩和措置みたいな意味でやりましょうということではなくて、そ

の根拠をきちんと議論することが必要なのではないかと思います。国が関与するというこ

とで研究開発、イノベーションを盛んにするということであれば、研究開発に対する補助

金とか、かなりゼネラースな税制上の優遇措置です。これは法人税を減税しないかわりに、

かなり恵まれたな研究開発、優遇税制をやっていたわけですが、そういうものが既にある

わけです。企業の研究開発投資の半分は研究者の給料なわけですから、そういう制度があ

るということも頭に入れながら検討する必要があるのではないかと思います。 

○大渕委員長 幾つか御指摘があって、大学と民間企業は区別してきちんと議論すべしと

いう御趣旨だと思いますが、それはそのとおりだと、前もほかの方の御質問でも申し上げ

ました。それから、このインセンティブというのは、国家、社会のためにというのではな

く、企業自身が、これはまさしく報奨だと思いますけど、発明者に本俸やボーナス以上に

報奨を与えて活性化していきたいというのが、法律上ではなくて事実上行われることはあ

るが、それをもっと明確化したほうがいいということで契約で処理すべしということであ

ります。それはまさしく国家、社会のためというのではなく、当該企業に報奨を与えるの

を契約として明示すべしということであります。この話は次回以降の各論に入ったほうが

わかりやすいと思います。 

 また、請求権とだけ言うと議論が混乱するというのはまさしくそのとおりであって、法

律上当然発生する請求権なのか、契約上の請求権かは明確に区別すべきと思います。最終

目標はインセンティブをしっかり与えるということなのですが、その道具立ては各論に入

っていかないとわかりにくいところではないかと思います。そうはいえ今日の段階である

程度お示ししておいたほうがいいので、そういうことでとりあえず。また今後は。 

 それで、先ほど伊原委員が。 
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○伊原様（片山委員代理） さっき山本先生のほうが。 

○大渕委員長 どちらの方が先でもいいのですが、実はさきほどの論点に関連していて伊

原委員なのに後藤委員にお当てしたため少し気が引けているのですけれども、どちらでも

お好きな方から。どうぞ。 

○山本委員 お許しが出ましたので、発言させていただきます。ちょうどつながりになり

ましたので、よかったと思います。３ページ目の図の中に関する事柄です。これから詰め

ていくべき論点を私なりに挙げさせていただければと思います。 

 真ん中の四角の中に、一番上が「法律に基づく請求権あり」で、その括弧内に幾つかの

言葉を挙げていただいています。これらの意味を正確に理解する必要があるのではないか

と思います。まず、「対価」と一番最後の「報酬」は、言葉は違いますが、本質的には恐ら

く変わりがなくて、何かをもらったこと、何かをしてくれたことに対する対価という点で、

この「対価」と「報酬」は変わらないだろうと思います。 

 それから、この「対価」、「報酬」は何か契約などをして、してくれたことに対しお金を

払うということですけれども、「補償」というのは、そのような契約はないけれども、何か

人のものを取得したというときに、そのものを有していた人に対して補償を行うというも

のです。これは、取得したものの価値を金銭で填補するという意味でして、もちろん契約

があるかないかは違うのですけれども、「対価」、「報酬」に準ずる性格を持つと思います。 

 ここまでは法律家としてはまだ理解しやすいのですけれども、問題が、３つの言葉によ

る「ほうしょう」でして、これが一体何かというのが先ほどの議論ともかかわるところだ

ろうと思います。よくわかりませんので、ヒントになるかもしれないし、混乱の原因にな

るかもしれないことを申し上げますと、私は民法学者ですので、これは、民法でいえば、

懸賞広告に近いのではないかと思います。 

 つまり、何かに応募してくれたら、あるいは何かをしてくれたら、この懸賞金を払いま

すということを宣言しておく。それで応募してきて、あるいはその何かをしたと言ってき

て、それで懸賞金を払う。それが文学賞のように、幾つも応募してきて、その中で優等の

ものに払うというのもあれば、自分が飼っている犬がいなくなったので、捜してきてくれ

た人には幾ら払いますというタイプのものもある。いずれにせよ、こういう形で懸賞をあ

らかじめ掲げる。そうすると、懸賞金が低ければ、誰も応募しようと思わないので、懸賞

金は一定レベル以上にしないと、してくれる人があらわれてこない。その意味で、これは、

何かをしようというインセンティブを与える手段ではないかと思います。 
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 ただ、これは後藤委員がおっしゃられたとおりで、このようなインセンティブをどれだ

け与えるか、つまり懸賞金を幾らにするかということは、その人が決めればよいことであ

って、それを国が強制するというのは、何かそぐわないという感じが私もしました。本当

にインセンティブだけの問題であれば、なぜ国がかかわらないといけないのかという点が

詰められないといけない問題と思います。 

 もう一つの可能性は、これも少し違うと思うのですが、例えば物を落としたときに、そ

れを見つけた人が警察へ届ける。届けますと、遺失物法という法律がありまして、それに

よると、報労金として、５％から 20％以内を払いなさいと定められています。この場合は、

見つけてくれた人と落とした人の間に契約はありませんので、「対価」ではないのだろうと

思います。その意味では、日常用語で言う「お礼」はしなさいというものに近いのかもし

れません。ただ、見つけるという行為、そして届けるという行為に対する労に報いるとい

う点で、やはり対価的な側面がある。だからこそ、５％から 20％と、かなり高額の設定に

なっているのではないかと思います。 

 こういったものを横ににらみながら、ここでインセンティブとか報奨と言っているもの

が一体何なのか、それについて少なくとも定めをすることを法律が強制するとするならば、

なぜなのかというのが答えられるべき問いであり、そして、この答えをきちんと出さない

と混乱するのではないかと思いました。 

 以上です。 

○大渕委員長 次はどなたになるのでしたか。伊原委員代理を非常にお待たせしているの

で。 

 

○伊原様（片山委員代理） 今、西さんが手を挙げられたんですよね。今の関連ですよね。

僕全然話違いますから。 

○大渕委員長 それでは、こちらを先にしましょう。 

○西委員 お先に失礼します。言葉の意味合というか、山本先生がおっしゃった報奨とい

う言葉のイメージで、ヒントになるかどうかわかりませんけれども、インセンティブを与

えるものというイメージがあります。労働法で、賞与、一時金についてどういう性格があ

るかという説明がされているのですが、基本書の中でよく言われているのは、３つぐらい

法的な性格がある。一つは賃金の後払い的な性格がある。もう一つが生活保障的な性格が

ある。最後に功労褒賞的な性格がある。そこで言う報奨のイメージ、それは結局インセン
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ティブを与えるものだということで説明されている。そういうことで私もこの報奨という

言葉からは、インセンティブを与えるという印象を受けました。 

 それで、賞与について請求権があるのかという問題ですが、多くの企業では就業規則の

中の給与規程、賞与規程で夏と冬に２回払うというのを定めていますが、それを定めただ

けではまだ請求権とは言えない。実際に労使が交渉して、算定基準を決めて、その人の人

事考課をして具体的な額が決まったら、請求権が発生する。そういう説明がされています

ので、そのあたりも今後考えるヒントになるのではないかと思ってお話しさせていただき

ました。 

○大渕委員長 今の関連で言うと、発明の場合、特許権そのものがまさしくインセンティ

ブのために付与されているものであり、特許法はまさしくインセンティブのための法律な

のであります。職務発明以外の単独の発明では、その単独発明者に特許を受ける権利を付

与すればそれでインセンティブは足りて、それ以上に別にインセンティブを考える必要は

ないのですが、ここでの職務発明ではいわばツートップになっていて、使用者と発明者た

る従業者等との双方にとってのインセンティブが問題となってきます。 

 まさしく特許権自体がインセンティブそのものを目的としているのであって、職務発明

制度は、インセンティブを使用者と発明者たる従業者等との双方にいかに付与していくべ

きかの問題であり、特許法としてどうインセンティブ付与するのが一番イノベーションに

資するのかという点が最大の眼目として決め手となってきます。 

 澤井委員代理どうぞ。 

○澤井様（和田委員代理） ありがとうございます。今の話に絡むのですが、一連の話を

聞いていて、例えば資料３の２ページの２．の（1）にある、「発明者と企業等の双方にと

って発明へのインセンティブ」と書いてありますが、これは双方が全くイコール、フラッ

トな状況にいるわけではなく、今大渕先生がおっしゃったように、企業はお金を投じて会

社として発明をする。その発明をするための構成員として研究者を雇っています。企業が

なぜ一生懸命そういう投資をするかというのは、事業で特許権を活用できると考えるから

頑張るわけです。それが特許法の最大のインセンティブであり、それを実現するために発

明が求められ、その発明をしてもらうために、企業として発明者にいろいろなインセンテ

ィブ策を講ずるのは当たり前の話です。それを、発明者というのを企業とは全く独立した

ものとして捉え企業を並列に考えて、インセンティブについて議論しようとなると、なか

なかイメージがわきません。 
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 それで、山本先生のお話を聞いていて感じたのは、山本先生は、３ページの（ⅰ）の法

律に基づく請求権ありのところで、報奨のところの議論をしていただきました。しかし、

それは法定で強制を持って企業に要請するものだと違和感がありますね。ただ、（ⅱ）の項

目において、今おっしゃったような報奨の懸賞的なものであるという位置づけで見れば、

これは企業が自ら投資して研究開発をやるためにいろいろする中で、従業者との間で懸賞

的なものを企業が内容を自主的に定めてやりますとなれば、そんなに違和感がない可能性

はあると思います。 

 だから、具体的にどういう形でのインセンティブを与えるか、そもそもそのインセンテ

ィブはどのような意味合いを持っているのか、実際の法律制度の設計を見据えて、今ここ

で議論をきっちりしておくべきです。先ほど後藤先生がおっしゃったように、国が全然別

のところで研究開発をエンカレッジするための施策を一般的する事はいいのですが、企業

の内部関係としてのインセンティブ施策をどうつくり込んでいくかという事に対しては、

法律が介入すべきではないし、企業の自主性に任せてほしいというのが我々の基本的な言

い分です。そのためのいろいろな仕掛けは知恵の出しどころかと思います。 

 以上です。 

○大渕委員長 どうぞ。 

○伊原様（片山委員代理） 契約に任せておいていいのかどうかという話が多分あると思

いますが、それは置いておいて、前から質問したかったのは全然系統が違うんですが、い

いですか。 

 そもそも明治 42 年法から大正 10 年法の発明者帰属に切りかえた立法趣旨が、資料２の

２ページの下のほうの（1）で書かれています。何で法人帰属から個人帰属に切りかえたの

かということについて、立法趣旨等の（1）の１行目、２行目、３行目あたりに書いてある

ことは、特に２行目の真ん中辺ですけれども、「発明者特許主義の一大原則に反するため」

という一文があるんです。今の大渕委員長のお話でもそうですけど、そもそも特許法とい

うのは、企業というのかな、何かにインセンティブを与えるためのものだというところも

絡んでですが、今回の議論されている法人帰属に切りかえるというのは、この発明者特許

主義の一大原則を転換するものなのか。何か例外を設けるという位置づけのものなのか。

いや、そこは変わらない。発明者そのものは、公報にも発明者の名前として事実発明した

人の名前を載せるんだから、それは変わらないという認識なのか。そもそも発明者特許主

義というのはないんだよ、こんなものは初めて聞いたという話なのか、この辺はどう捉え
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たらいいんですか。 

○大渕委員長 これは知財研でさんざん議論していた話なのです。我が国が当時参照した

アメリカ法やドイツ法から言うと、このように言いたくなるのかもしれませんが、当時は

余り参照されていませんでしたけれども、現にスイス法やイギリス法は、これとは逆の立

法政策であります。このように、客観的には立法政策は２つあるが、そのうちの一方を一

大主義と呼んでいるだけのように思われます。 

○伊原様（片山委員代理） 理解としては、今回、帰属を法人帰属に切りかえるというの

は、この発明者特許主義というものを転換する、そういう理解で議論が進んできていると

いう理解でいいですか。 

○大渕委員長 特許を受ける権利が、従業者に原始帰属するというのを発明者特許主義と

呼ぶのであれば、それからは乖離しています。ただ、前も御説明しましたが、ドイツ法の

場合は、事務局から御説明があったとおり、一旦は従業者に帰属するが、最終的には法律

上の効果として使用者に帰属しますから、法律上の効果として最終的に使用者帰属となる

という意味では、本当の狭い意味での発明者特許主義ではないともいえます。 

 これは、三宅さんという特許局事務官の方が言われたものですが、それは名前のつけ方

の問題であって、世界の中には職務発明における特許を受ける権利の原始帰属については

二大法制があって、一つは従業者帰属の立場、もう一つは使用者帰属の立場と両方がある。

それぞれ主要国はまたがっているということなので、立法政策の二大潮流のどっちをとる

か。まさしくそれは我が国のイノベーションにとって何がベストかという問題であるとい

うのが客観的な描写だと思われます。 

○伊原様（片山委員代理） ありがとうございます。 

○大渕委員長 どうぞ。 

○茶園委員 インセンティブに関しては、先ほどありました発明者と企業を同等にするか

どうかについてですが、同等といってもその意味にもよりますが、特許法においては発明

者がなした発明に対して特許権という独占権を発生させるのですから、発明者ではない人

とは違うというか、発明者の地位はきちんと考えなければいけないのではないかと思いま

す。それはともかく、両方のインセンティブをきちんと考えなければいけないということ

には誰も異論がないと思います。では、現在のありようを変えるべきでないかどうかにつ

いては、一つはインセンティブをどう扱うかということに関わりますが、現在の相当対価

請求権のような方法に対して、前回とか前々回に企業の方から、違うのではないかという
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意見が出されました。場合によってはインセンティブを抽象的には変えないにしても、そ

の具体的なありようを変えるとか、枠組みを変えるというのも、十分これからここで検討

すべきではないかと思います。 

 それに当たりまして申し上げたいことがあります。一つは、できましたら先ほど御意見

がありましたが、現在の制度でいろいろ問題があるということでした。現行法上も手続を

きちんと踏めばかなり紛争を回避できそうに思われますが、産業界からの意見では、まだ

不明確性があるということでした。私も手続を踏んで何らかの算定ルールを定めたとして

も、それが本当に大丈夫かどうかはわからないというところがあると思います。さらに重

要なのは、ルールを定めても現実の当てはめのところで、全く大丈夫だという確実性を持

った当てはめは難しいのではないかと思います。 

 現在、企業ではそういう問題があるにしろ対応されて、職務発明規程を策定されている

と思いますので、可能であればそれを出していただいて、どこまで現状で問題があるのか

を示していただきたいと思います。それによって、場合によっては現状を維持しつつ、さ

らに不明確性を解消できる方策があるかについて検討したいと思います。 

 二つ目は、仮に現在のありようを変えるとすると、先ほど対価とか補償とか報酬の意味

というのがありましたが、対価という言葉は、代金みたいなものとなるのではないかと思

います。そもそも現在は従業者に帰属した特許を受ける権利を使用者が承継するわけです

から、そこでそ代金のようなものを払わなければいけないと感じられますし、対価という

言葉はそういうイメージを引きずるものと思います。それに対して、補償等は、恐らくは

代金のような性格を持たないものというか、そういうものとは違うものとして考えようと

いう趣旨で書かれているのではないかと思います。 

 そうだとすると、補償等の目的は、代金の支払いではなくて、インセンティブ付与とい

うことに変わると思いますが、先ほどから議論があるように、そのような補償等について、

国が法的規制をすべきかが問題となりますし、また、金銭の問題としてどういうように算

定するのかは、なかなか基準を考え難いことになります。先ほどの拾得物の場合のように、

ともかく何％と割り切って決めるという方法もあるのでしょうが、なかなか算定は難しい

と思います。 

 この場合、企業が何らかの規程を定められて、先ほど弁理士会からありましたが、基本

的にそれで問題とないものとするという方法もあると思いますが、そのようにしても、そ

のような規程が設けられなかった場合にどうするのか。補償金を算定しなければならない
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場合にどう算定するのかという問題は常に残ります。 

 以上です。 

○大渕委員長 どうぞ。 

○宮島委員 私はふだんいろいろなニュースを一般の方に短くお伝えするという仕事をし

ていますので、その立場で今の法律改正がどういうふうに見えるかと考えますと、まさに

二大潮流のこっちからこっちに乗り換えるということに見えます。 

 恐らく普通に１分程度の原稿で見ると、発明者が持っていたものを企業に与えるんだな

というふうに一般の人が捉えると思います。その場合に、一つは何が理由でやるのかとい

うことが一般の人に説得的であるかということと、その場合に起こるさまざまなデメリッ

トをどのぐらい抑えられているかというところが、ちゃんと説明すべきポイントだと思い

ます。今までの御説明を聞いて、少なくとも諸外国との競争力における問題が発生してい

ること、それから発明におけるチームでの公平性に問題があるということは、一定程度理

解を得られるのではないかと思います。 

 一方で、労働者として見た場合に、労働者はいろいろな法律改正のときに最もブラック

な企業、大体こういうところにいらっしゃる方にはいないんですけど、ブラックな企業が

最も法の抜け道を考えたときに、ひどいことが起こるんじゃないかと心配する立場から物

を考える部分もあると思います。法改正によって起こるさまざまなことを考えた場合には、

報奨となるもの、特にインセンティブというものが、どういった形で担保されているかと

いうことはすごく重要だと思って、少なくともこの表の中で、これだけ大きな制度変更が

伴うときに、発生時から使用者に帰属して、それに伴ういろいろなものは産業界というか

企業に任せるという書き方だと、いろいろなところから不安の声はあがってくるのではな

いかと思います。具体的にそこを、どんな企業においても心配がない、ちゃんと労働者の

権利もインセンティブも今までと同様に維持される、あるいは促進されると理解される内

容を書き込めることが重要なのではないかと思います。 

○大渕委員長 今の点は先ほども出ていたとおり、この３つの欄にばらばらにあるのでは

なくて、具体的にどう組んでいくかというところにかかってくるので、そこのところは全

てがセットになっていくかと思います。その際にはできるだけわかりやすいように努めて

いきたいと思っております。 

 次は山本委員、どうぞ。 

○山本委員 これも次回以降の本格的な議論の前提として、論点を明確にするという観点
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からの発言です。 

 先ほどの続きのような話なのですが、何度か出てくる「請求権」という言葉の問題です。

これは権利なのですが、「権利」という言葉を使うときには、非常に乱暴に分けると、二通

りの意味があると思います。一つは、ここで出てきている文脈で言うと、インセンティブ

を付与するために、もっと言えばこの世の中で発明がよりよく行われるようにするために

といった目的を達成するための手段として、「権利」を与えるということです。これが、特

許権ないしは特許を受ける権利に関する現在の通説的な理解ではないかと思います。つま

り、インセンティブ付与をするためにはさまざまな手段があるけれども、「権利」というツ

ールを使うとよりよく目的を達成できる。そのために「権利」を認めるのである。こうい

うな立場によりますと、別に「権利」を付与しなくても、よりよく目的を達成できるので

あれば、「権利」という手段を使う必要もないということは出てくる可能性があります。 

 もう一つは、何か目的を達成するためというのではなく、正義、衡平と言われるものに

基づくものです。これは、その人には、その人が何かを取得する、あるいは保持できるよ

うなものがあるという理解によります。民法で言うと「権利・利益」と呼ばれているもの

がそれにあたります。強いて言いますと、この資料の３ページの上から２行目に、「発明者

の知的労力に報い」と書いてあるところなどがそれにかかわっているのではないかと思い

ます。知的労力ないしは知的な貢献があることは確かですので、それに報いなければなら

ないというのは、正義、衡平の理念のようなものから出てくるのだろうと思います。これ

はインセンティブ付与とは少し違う発想なのだろうと思います。 

 答えは出ないけれども、しかし考えなければならない問題は、ここで問題になっている

のはインセンティブ付与の問題だけなのか、それとも今申し上げているような正義、衡平

に当たるものも問題になっていると見るべきなのか、ここが立場が分かれるポイントと思

います。答えは一つではないだろうと思いますが、特許を受ける権利や特許権の帰属はイ

ンセンティブの問題として考えることもできるのかもしれないと思うのですが、今回出て

いるような従業者の対価請求権に当たるものは、インセンティブの問題だけなのだろうか

という点が、答えが出ていないポイントです。 

 以上です。 

○大渕委員長 今言われたインセンティブだけというのが、意味がよくわからないのです

が。職務発明になっているから話が難しいのですが、単独の発明のときでも問題になりま

す、それについて特許法はどう対処しているかというと、特許を受ける権利を与えている
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わけですが、それはインセンティブのためでありますが、衡平にも合致しているとも言え

るわけです。私も学者なのでそこに入りたくなりますけれども、そういう哲学論争をやる

場なのかという点は、念頭に置く必要があると思います。それを言いだすとまた権利論だ

何だと問題となってきます。特許法だからインセンティブ論で話がついていますが、著作

権になるとまた幾らでも議論になってしまうことでもあり、この場にふさわしい議論を行

っていく必要があると思います。 

  ただ、これはインセンティブで整理しましたが、それはツートップである使用者と従

業者等の二者の間を衡平に扱うというところにも結びついてきます。それは説明の仕方の

違いであります。特許を受ける権利を使用者のほうに帰属して、全く法定の請求権も契約

上の請求権もなしということになると、衡平に反するという話になってくるのかもしれま

せんが。適切なインセンティブの付与というのは結局は衡平に帰着するものとなってきま

す。衡平感のないような制度だったら、インセンティブに関してもやはり納得感がなく、

また、不平等感が生じてきます。また、発明者と非発明者との間でも、衡平に反して不平

等感が生ずるようであれば、これは労働法的にも問題だと思います。そのような点は今後、

自然に入ってくると思います。おっしゃるような点は、それを殊さら明示しなくても、十

分念頭に置いた上でやっているつもりですので、御安心いただければと思っております。 

 どうぞ。 

○土田委員 今の点とも関連しますけれども、これは制度設計の話ですが、今山本委員が

御指摘になった「発明者の知的労力に報い」というところがポイントだと思うんです。例

えば、特許を受ける権利の帰属をどうするかというときに、法人帰属が一つの合理的な選

択だというのは、前回、前々回以来出ているいろいろなアンバランスの問題であるとか、

もっと言えば企業の柔軟なインセンティブ施策を可能にする、あるいは多様な報酬を可能

とするという点では合理的な選択肢だと思うわけです。 

 問題は、先ほど澤井さんがおっしゃいましたけれども、企業へのインセンティブ、発明

者のインセンティブをフラットに捉えないで、まずは企業へのインセンティブから考える

べきとなると産業界の主張になるわけです。インセンティブについては完全に企業の自由

裁量に任せてくれということになる。 

 ところがもう一点考えるべきなのは、この知的労力もそうですし、要するに発明者とい

うものをどう捉えるか。前回も出ているけれども、発明者というものをどう捉え、特許の

価値というものをどう捉え、今日の弁理士会のペーパーで言えば発明の進歩性、特許の核



 

 - 35 -  

というものをどう評価するか。この点を踏まえた上で、仮に法人帰属という選択肢を一つ

の合理的な選択として捉えた上で、それに対する発明者へのインセンティブをどう考える

かという問題だと思います。 

 その場合、インセンティブ付与に関する法的規律の仕方をどう考えるかですが、まず、

今日の３ページの囲みの中で言えば、対価でもなければ報酬でもないということの意味に

ついてです。まず、対価は、先ほどから出ているとおり、権利を従業者帰属にした上で譲

渡するから対価になるわけです。一方、報酬の一番大きな意味は給与、賃金ということで、

要するに労働の対価です。私は「ほうしょう」の中の２つ目の「報償」という言葉を使っ

ているんですけれども、これを使うことの意味は、インセンティブでもいいんですが、賃

金や報酬とは別に発明者の知的労力に報いるための追加的なペイとして考えています。問

題は、この追加的な報償について、法的にどう規律していくかということです。 

 この点について、産業界は請求権によって規律せずに、全部インセンティブ施策に任せ

てくれとおっしゃるんだけれども、それはブラック企業であるとか、労働者の処遇の低下

ということとは別に、特許法の在り方ないし発明に対する処遇の在り方としてどうかとい

うことを考える必要があります。その場合に、私は請求権構成というのは十分あり得ると

思います。それは、これまでの対価ではなくなって報償になった途端に、請求権という構

成となじまない、あるいは国の介入がなじまないということにはならないわけで、そこは

一つの立法政策としてあり得ると思うわけです。 

 以上です。 

○大渕委員長 大前提なのですが、「フラット」というのは意味がよくわかりません。「フ

ラット」というのが、何か先ほどお聞きしていると吸収されているような感じなのですが。

お聞きしたいのは、産業界のボイスが一つなのかということがあるのですが、皆さんそう

なのでしょうか。そこをまず。 

○澤井様（和田委員代理） その辺は声が大きいので、そう聞こえているかもしれません

ね。 

○大渕委員長 企業のほうも、なるべく合理的なものを求めているので、ツートップとい

うか、フラットでなくて二つの主体に対するインセンティブを与えるべしという立場だと

理解していたのですが、そのあたりを御説明いただいたほうがいいかと思います。 

○萩原委員 萩原です。私が代表して答える立場でもないと思いますが、大渕委員長が言

われるお考えで、企業としても基本的には同じ考え方を持っております。企業は当然特許
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を受ける権利及びそれに基づく特許権で事業を円滑に、究極的には独占的にやれるという

ことで、それはインセンティブです。それは先ほど澤井さんが言ったように、特許権その

もののインセンティブです。 

 一方で、これもいつも言っていますけど、発明者に対するインセンティブは、やはりい

い発明を生む。いい発明を生んだときにはきちっと御褒美をあげる。それは最大のインセ

ンティブだという理解をしていますので、そこの基本的なところは恐らく違っていないの

ではないかと思っています。 

○大渕委員長 そこはそうなのでしょうが、そのための方法論として法定請求権がいいの

か、契約がいいのか。契約であれば自由度があるし、請求権では法律上決まるという理解

なのでしょうか。澤井さんのお話をお聞きしていると、今までと少しずれているようにも

感じますが。 

○澤井様（和田委員代理） 僕の言い方がわかりにくかったのかもしれませんが、発明者

にインセンティブを与えなくてもいいという話ではなく、インセンティブの与え方にはい

ろいろなやり方があるだろうということです。企業と発明者を完全に同列に議論するのは

違うのではないでしょうか。さっき土田先生もおっしゃったように、法人帰属にしたうえ

で、―何らかの形で法律に基づくのかどうかは別にして―何らかの知的労力に報いるよう

なインセンティブがあってもいいのではないかというご指摘に対しては、企業がそういう

ふうに考えて自主的にやるのか、法律でがちがちでこうやれと強制するのか、そこはいろ

いろな議論が出るところだと思います。だからこそ、この会議でいろいろな議論がされて

いると思います。繰り返しになりますが、社員へのインセンティブ施策は企業の自主性に

任せるべきもので、法が介入すべきものではない、と我々は考えています。 

○大渕委員長 今のは、がちがちという表現がいいのか。がちがちか自由かというレベル

の問題で、フラットというのは少し違うように感じますが。 

○土田委員 今澤井委員がおっしゃった点は、法人帰属にすることでほぼカバーされると

思います。問題はその次に、しかし帰属の問題とは別に、発明者への報償ないしインセン

ティブの規律についてはいろいろな方法があり得ます。発明者の知的労力に報いるために

いろいろな方法がある中の一つが請求権だと提案した途端に、産業界の皆さんは、今おっ

しゃったようにがちがちだと言われる。しかし、私は、そのがちがちにならないような、

つまり現在生じている問題を解決し、あるいはインセンティブ施策を合理的、効率的に進

めるような請求権構成はあり得るのではないかと申し上げているわけです。何か請求権と
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言った途端に国がガーンと入って来て、企業としては何も対応できないという一種の先入

観がおありのようですが、そうではない議論をしたいということを言っているのです。 

○澤井様（和田委員代理） そういうのはどういう形になるかという具体例が出ていない

ので今まで議論が進んでいないのであって、さっき山本先生もおっしゃったようなことも

含めて、どういう形がいいのかという議論をこの場で行っていけばいいのだと思います。 

○大渕委員長 どうぞ。 

○水町委員 今の議論との関係で、相当の対価と言った場合には、特許を受ける権利を承

継、譲渡したものの対価なので、そこから出てくる議論としては、特許を実施してロイヤ

リティーをもらった場合には、そのロイヤリティーというのも対価の大きなものに入って

いるので、ロイヤリティーの何％という議論なりがちであった。それは中身の問題です。

対価という名前にするか、仮に報奨という名前にするか、いずれにしても請求権という形

で制度的担保したほうがいいというのは私は土田先生と同じなんですが、対価ではなくて

報奨になった場合、中身がどう変わってくるかどうかの可能性で。私は中身としては、ロ

イヤリティー重視ではなくて、登録したときの手当とか特許を取得したときの手当にシフ

トして、全体としてバランスのとれたインセンティブ構造にすることは考えられると思い

ます。 

 ただ、その場合に対価が報奨に変わって、今までロイヤリティーを含めて例えば総体と

して、これは額であらわせるかどうかわかりませんけれども、総体として 30 億円の対価を

ロイヤリティーを含めて発明者、従業員に還元していた。今回はその 30 億円のバランスを、

例えば１対１対８ではなくて２対２対６にするとか、３対３対４にするとか、そこのバラ

ンスのつけ方はいろいろあり得ると思いますが、今回法改正して 30 億円あげていたものを

10 億円に減らす、対価ではなくなったから御褒美になったから大きく減らすことが可能か

どうかという議論をきちんとして、もしインセンティブ構造がきちんとして法的に担保す

ることが大切だとすれば、その総体としてのバランスの見直しは可能だけど、今回改正し

たことで 30 億円を一気にディスカウントしようということは今回の改正で目的とされて

いないだろうし、その点をきちんと制度的に担保する。ちゃんとやる企業と、ちゃんとや

らない企業と宮島委員がおっしゃったとおりいろいろあるので、それを制度的にどう担保

するかというのが、先ほど言った労働契約法の適用との関係で重要ということを一言つけ

加えさせていただきます。 

○大渕委員長 先ほどの請求権というのは、知財研で申し上げましたけれども、特にＮ型、
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Ｓ型の違いの点であります。もうお気づきになったかもしれませんが、現に請求権にした

とき、600 億円判決が出たことも間違いないし、1200 億円のライセンス料相当額のもので

寄与度が 50：50 と言ったら 600 億円になり得るのですが、そのようなものがインセンティ

ブとして考えたときに、バランスのいい額なのかというところは立ち返る必要があると思

います。その上で、ベストなバランスに持っていくためにはどうやるのが一番かの問題で

す。法は介入すればするほどいいとは思わないので、あるべき関与の度合いがあるかと思

っていますが、そこは各論で考えていくべき話ではないかと思います。 

 そのような意味では、次に進まないとなかなか行かないところがあるのですが、せっか

くの機会ですので、各論に入る前に何かということでお伺いしているわけです。 

 どうぞ。 

○土井委員 ありがとうございます。各論に入る前に全体の意見を述べさせていただきま

す。先ほどから出されているように、発明者と企業の双方に、バランスよくインセンティ

ブを与えなければいけないという点は概ね一致していると思いますが、その方法はいろい

ろあると思います。今の従業者帰属を維持する方法もあれば、法人帰属にする方法もある

という選択肢の中で、現行法は従業者帰属という形をとっています。なぜそうなったかと

いうのは、冒頭に事務局から説明がありましたとおり、歴史的な経緯や社会的背景などを

踏まえた議論を経て、双方にバランスよくインセンティブを与える方法として、現在の立

法の姿があるわけです。 

 これを改正するとなると、今の制度ではバランスがとれていないという根拠を示す必要

がありますし、国民が納得できるような議論をしていかないと大転換はできないと思って

おります。冒頭に職務発明規定の歴史的変遷について説明がありましたが、仮に今回大き

な改正をする場合、「立法趣旨」をどのように書くのでしょうか。今の制度を大きく変えな

いと耐え難い問題がある、解決できない問題があるという主張について、理解できない部

分があります。 

 また、権利帰属の問題は、委員長もおっしゃられていたとおり、企業と発明者に対して

それぞれインセンティブを与えるときに核となる権利の帰属をどちらに渡すのかという一

番大きな問題だと思います。現行の従業者帰属を変えるというのは法律の肝の部分を変え

るものですので、本当にそこを変えなければいけないというのが明確に示されない限りは、

従業者の立場からは納得できないと思います。 

 前回、産業界の方々から、法人帰属に変えなければいけない理由が出されましたが、法
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人帰属に変えないと解決できないのか、法人帰属にしたらより解決に近づくということな

のか。私は後者の話だと思っていて、現場の実態を見て、今の枠組みの中で何か変えるべ

きところはあるのかという運用の改善について、十分に議論していただきたいと思います。 

 先ほど茶園先生からもご発言がありましたが、実際の社内規則の中で、ここが問題にな

っていて、これを解決するにはどうしても法を変えなければならないということがもしあ

るのであれば、それは出してもらったほうがいいと思います。法人帰属を前提とした議論

ではなく、今の制度で解決できない理由をもう少し議論していただきたいと思います。 

○大渕委員長 今の点ですが、前回もお話ししましたけど、今日は何ゆえか二重譲渡の話

が出ていないのですが、前回は御質問したけど留保された点ですが、これはドイツのよう

に法律上の効果として最終的に使用者に帰属するというのもあるのですけれども、日本の

制度はどうなっているかというと、実情としては最終的にはほとんど従業者帰属ではなく

て、使用者帰属になっています。現行の制度について従前理解されていたことを文字通り

受け取るとすれば、職務発明したものを自分で出願してもいいということになります。ま

た、自分のものですから、競業他社に売ってしまってもいいこととなってきます。これが

二重譲渡問題になってくるのですが、果たして職務発明でなした発明というのはそもそも

そういうものなのか。中には、スピンオフして自分で自立してやりたいというケースもあ

り得ましょうが、多分ほとんどの方は、日本の実情として最終的には企業に行くべきもの

だと思われているように見受けられます。 

 今まであったのは、何らかの形で従業者にインセンティブを与えなければならないと考

えたら、当時は発想としては特許を受ける権利を従業者に帰属させるという以外の方法論

がほとんど念頭になかったように見受けられます。先ほど御質問のあった点ですけれども、

今まで検討すれば検討するほど、それが必ずしも唯一の策ではないのであって、何がベス

トの策かと白地で考えると、現行法については改善すべき点は多々あるのではないかと思

われます。 

 前回、白地と言われましたけど、最後は使用者と従業者の双方にあるべきインセンティ

ブを与えることを実現するための方法論はいろいろと考えていく必要があるということだ

と思われます。今日は時間も完全に過ぎていますけれども、次回以降に各論で固めていく

しかないのではないかと思っています。 

○赤井委員 先ほどから対価と報酬という話がすごく出ているんですが、法律的には名前

の問題、内容の問題、定義の問題はあると思うのですけれども、もう一つあるのが時間軸
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の問題だと思うんです。例えば特許が発生したときに、これはこういう特許だからと言っ

て報奨を与える。それで全て終わりですというケース。それから、例えば対価だったら、

後々事業が大きくなって請求権が出てくる。これは事業的なことを考えると非常にやりに

くいので、このあたりの時間軸の考えも入れなければいけないのかなという気がして、聞

いていました。 

 あと対価については、補償ですから請求なり国の法律なりが関与できると思うのですが、

インセンティブとか報奨という部分はプラスの部分ですので、それは比較的介入しにくい

部分になると思うんです。最初に弁理士会の方から発表になった、ガイドラインみたいな

形もいいのかなと思うんです。例えば、この企業は非常にいいＡクラスですとか、Ｂクラ

スですとか、そんな簡単なガイドラインをつくってプラスの方向に見せる。何かやわらか

な法律以外のところでしか多分これ規定できないのではないかという気がしています。 

○大渕委員長 どうぞ。 

○土田委員 後者の点は違うと思います。つまり、報奨とかインセンティブという発明対

価ではない概念を立てることと、その法的規律の方法をどのように考えるかとは別の問題

だということです。仮に法人帰属になったら対価ではなくなることははっきりしています。

その次に報償・報奨ないしインセンティブというものをどう位置づけるかというときに、

これを報酬や賃金とは別に、発明者が行っている知的な研究ないし知的財産に対する一定

のペイであると考えれば、対価ではなくて報奨になった途端に国の関与や介入はなじまな

いということにはならないはずです。そうではなくて、発明者が生み出した知的財産に対

する追加的なペイを法的にどう担保するかという問題を設定したときに、国が介入しない

とか、介入する可能性、必要性が乏しくなるという議論には直ちにはならないと思います。 

○赤井委員 つまり、全て対価、費用であるという考え方であるということですね。今イ

ンセンティブはいろいろありますという議論があるんですが、それは全てお金ですという

考え方をとるんですか。 

○土田委員 お金で全てカバーされるわけではなく、給与、賃金、報酬でも何でもいいん

ですけど、要するに通常の労働に対する対価とは別の意味の追加的なペイという趣旨です。

私は、そのペイは金銭でも非金銭でもいいと思いますが、そういう位置づけになったとき

に、それについて法ないし国が規律するという政策がなくなるわけではないということを

言いたいわけです。 

○赤井委員 今おっしゃっているのは、法律で決めるのか、もう一つ下のガイドライン的
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に決めるのか、そのあたりはどうお考えでしょうか。 

○土田委員 もちろんこれから議論すべき点で、あるいは各論に入る前に議論してもいい

のかもしれません。ガイドラインはもちろんあり得ると思いますが、ガイドラインの選択

肢しかないということはない、請求権という形で法が規律する立法政策もあり得ると言っ

ているわけです。 

○大渕委員長 どうぞ。 

○山本委員 本来の発言は別のところだったのですが、今の点について一言だけつけ加え

ますと、「対価」、「報酬」か「報奨」かというもの以外に、３ページの中では「補償」とい

うものがあります。仮に特許を受ける権利は法人帰属にしたとしても、先ほど申し上げた

ような知的労力というか、貢献というかわかりませんが、そのようなものの成果として、

特許を受ける権利を法人が取得するので、その知的労力や貢献を「補償」するという考え

方があります。これは、インセンティブの付与ではなくて、その人が有していたものを「補

償」するという考え方です。したがって、「対価」、「報酬」でないとしたとしても、答えは

「報奨」一つではないということを、次の検討の際に考えていくべきだと思います。 

 もう一点は、次回以降の検討のための論点ですが、先ほど委員長がおっしゃった二重譲

渡問題です。これの検討に当たっては、私自身以前に申し上げたことがあるのですが、別

に職務発明の場合のみに二重譲渡が問題になるわけではありませんので、この問題に関す

る規定、つまり 34 条の改正を図る可能性も含めて検討していただきたい。仮に改正すると

すれば、どのようにすればいいのかということも検討の中に入れていただきたいというこ

とです。 

 それから、法人帰属にすれば二重譲渡問題がなくなるという指摘は、その限りではそう

なのかもしれませんが、例えば従業者が二重に雇用契約を結んでいる場合ですと、特許を

受ける権利が二重に法人に帰属するという事態が発生するのではないかと思います。そう

なってよいというのであればよいのかもしれませんが、そうなるのが不適当だとするなら

ば、どう手当てするのかという、現行法では存在しない問題が新たに生じてくると思いま

すので、それも含めて検討をお願いできればと思います。 

 以上です。 

○大渕委員長 前に御説明したと思いますが、34 条改正は一応理論的可能性の一つとして

あり得るかと思いますが、多くの問題点の一つにすぎない二重譲渡問題の解決にしかなり

ません。また、さきほど申し上げたように、実体から言うとそもそも二重譲渡問題の対象
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たるになじまないようなものと思われます。二重譲渡というのは、そもそも、自由に譲渡

できるもの同志の間で問題となりますが、職務発明の場合、現行法上従業者に原始帰属す

る特許を受ける権利も、使用者以外の第三者に自由に譲渡してよいような実体のものかは

大いに疑問です。スイス型や英国型なら、使用者帰属ですから、そもそも従業者は無権利

ですので、二重譲渡できないし、ドイツ型でも最終的には従業者は無権利ですので、そも

そも二重譲渡できないのであります。本来これらのような実体である点には大いに注意が

必要です。それから、２番目のほうはかなりマニアックな論点のように思われます。軽重

をつけてやったほうがいいのではないかと思われます。 

 ほかにどうぞ。 

○茶園委員 確認したいのですけれども、法人帰属とか、現在の従業者帰属とかという問

題と、請求権を認めるかどうかという問題は、前者についてこの考え方をとれば後者につ

いて常にこのようになるということではないと思います。現在の従業者帰属の下でも、譲

渡に対して例えば契約で行われることにして、その契約で対価をゼロと定めてもそれで構

わないという制度もあり得ます。恐らくアメリカはそうだと思います。法人帰属にしても、

名称はともかく、現在のような請求権を認めるという立場もあり得ます。ただ、請求権を

認めないという立場であれば、法人帰属のほうが説明が非常にスムーズになるとは思いま

す。 

 ですから、請求権をどうするかということと、それとうまく整合する形の帰属形態を考

える必要があります。帰属そのものについても、先ほどの二重譲渡をどうするかといった

ような問題もあると思います。ちなみにそれに関連して言うと、職務発明については、一

つの考え方は発明者は使用者だとするもの、つまり、法人発明を認めるという考え方もあ

り得ると思います。その場合は特許を受ける権利は当然ながら法人が有します。このよう

な立場もあり得ると思いますが、発明者氏名掲載権とか発明者名誉権を残すのだとすると、

私は残すべきだと思いますけれども、恐らくこの立場はとれないことになるでしょう。 

 申し上げたかったのは、請求権と帰属問題は直ちには直結しないし、帰属問題について

は請求権をどう考えるかということとの整合性と、帰属問題そのものにかかわる問題があ

るであろうということです。 

 以上です。 

○大渕委員長 どうぞ。 

○水町委員 私は先ほどの山本委員の意見に賛成で、二重譲渡問題を解消するために権利
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の帰属を変えなければいけないということは、論理必然的にくっついているわけではない

ので、二重譲渡問題については、先ほど山本委員がおっしゃったこととか、ドイツ型の制

度をとった場合にどういう対応ができるのかも含めて、事務局としてもきちんと調べてそ

の御紹介をしていただければなと思います。 

○大渕委員長 その点は今後各論でやっていくこととなると思います。 

 どうぞ。 

○伊原様（片山委員代理） 水町先生に１点だけ教えていただきたいというか、確認させ

ていただきたいんですが、労働契約法の問題で、今の与えられている、各一流企業さんが

与えている職務発明規定上の地位を切り下げることになったら、労働契約法上問題ですよ

と先ほど御説明いただきました。先ほどの宮島委員のお話にも絡むのですが、この制度改

正が、発明者個人に対する非常にマイナスイメージを持ったような改正になるのは、どう

も見せ方としてきれいではない。企業もうまいこといきますし、発明者個人も尊重されて

いる形を整えるにはどうしたらいいかというので議論されているわけです。今のきれいな

形で各企業が与えている発明者の地位というか、職務発明規定上の受けられる権利に対し

て、制度改正になりましたよということで、じゃあ下げますよということは、結局全労働

者の合意を取りつけないとそれはだめだという話につながるんでしょうか。 

○水町委員 労働契約法の規定で、労働者にとって不利益変更になる場合には、労働者個

人の同意が必要だということが９条によって原則になっています。ただし、職務発明規定

は就業規則の一種だといえますので、それを労働者にとって不利益に変更する場合には周

知し、合理的でなければならないという規定があるので、いずれにしても何らかの形で不

利益に変更する場合には、その手続によってくるし、それは最終的に裁判所でチェックさ

れるので、法的紛争がなくなるわけではないし、そこは慎重に対応しないといけないとい

うことです。 

○伊原様（片山委員代理） ありがとうございました。 

○大渕委員長 今の点は知財研報告書にも書きましたが、日本法は、あくまで職務発明で

あって、従業者発明法ではなく、従業者と法人の役員の双方が対象になっているものなの

で、その点も含めて検討すべき点は多々あります。 

 今日は時間となっております。聞けば聞くほど、直結していないにせよ関連しているこ

とは間違いないので、各論に入らないと抽象論だけではどうにもならないと思います。論

点を整理して、論点の相互関係がわかる形で一個一個やっていくしかないと思います。そ
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のような形で次回以降につなげることにして、今日のところはこれまでにしたいと思いま

す。 

 

今後のスケジュールについて 

 

○大渕委員長 それでは、今後のスケジュールについて事務局からお願いいたします。 

○山田制度審議室長 次回第５回は、５月 14 日の午後３時からを予定しております。場所

は本日と同じ場所でございます。配付資料につきましては、机上に残していただければ後

日お送りさせていただきます。 

○大渕委員長 ありがとうございました。 

 それでは、時間は超過しておりますが、以上をもちまして産業構造審議会知的財産分科

会第４回特許制度小委員会を閉会いたします。 

 本日も長時間、御熱心に御審議いただきまして、どうもありがとうございました。 

 

閉       会 


